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(57)【要約】
【課題】素子側の表面の層の剥がれ現象による素子劣化
を回避することができる、有機発光パネルを提供する。
【解決手段】基板の上に形成された第一電極層と、この
第一電極層の上に形成された発光層と、この発光層を前
記第一電極層とで挟むように、前記発光層の上に形成さ
れた第二電極層とを有する有機ＥＬ素子が、前記有機Ｅ
Ｌ素子の上方に密閉空間を形成するように封止部材によ
って封止されてなる有機発光パネルにおいて、前記密閉
空間における前記封止部材と前記有機ＥＬ素子側の表面
の層との間にフッ素含有化合物質の保護体が配置されて
いることを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板の上に形成された第一電極層と、この第一電極層の上に形成された発光層と、この
発光層を前記第一電極層とで挟むように、前記発光層の上に形成された第二電極層とを有
する有機ＥＬ素子が、前記有機ＥＬ素子の上方に密閉空間を形成するように封止部材によ
って封止されてなる有機発光パネルにおいて、
　前記密閉空間における前記封止部材と前記有機ＥＬ素子側の表面の層との間にフッ素含
有化合物質の保護体が配置されていることを特徴とする有機発光パネル。
【請求項２】
　前記封止部材の内側上面にフッ素含有化合物質の保護体が配置されていることを特徴と
する請求項１に記載の有機発光パネル。
【請求項３】
　前記有機ＥＬ素子側の表面の層の上にフッ素含有化合物質の保護体が配置されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の有機発光パネル。
【請求項４】
　前記保護体は、全光線透過率が９０％以上で、且つ非粘着性、離型性の高い物質である
ことを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の有機発光パネル。
【請求項５】
　前記封止部材の内側上面に円偏光部材と保護体とが一体に接合された状態で配置されて
おり、前記円偏光部材と保護体との接合体は前記封止部材の内側上面から円偏光部材、保
護体の順で配置されていることを特徴とする請求項１又は請求項４に記載の有機発光パネ
ル。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機エレクトロルミネッセンス（以下、有機ＥＬという場合がある。）素子
の発光を光源、表示等に利用する有機発光パネルに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フラットディスプレイパネルの一つに有機発光パネルがあり、研究開発が盛んに
進められている。有機発光パネルを成す有機ＥＬ素子は自己発光性であるため視認性に優
れており、ディスプレイ等の発光素子として適している。この有機ＥＬ素子は、水分や酸
素などに弱い性質を有している。
【０００３】
　そのため、特許文献１、特許文献２、特許文献３に記載されているように、有機ＥＬ基
板の表面を封止部材で覆い、有機ＥＬ素子の上方空間を密閉された空間にし、この密閉空
間内に吸湿剤を備えることによって、水分や酸素などの浸入防止策がなされている。
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１８５９５６号公報
【特許文献２】特開２００１－５７２９１号公報
【特許文献３】特開２００４－６２８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前述の素子側の表面の層、すなわち第二電極層などと封止部材との間に
密閉空間を有するトップエミッション型パネルにおいて、封止部材側から面圧力を加える
と、封止部材が空間内部に撓み、素子側の表面の層に接触するおそれがあった。
【０００６】
　特に、封止部材がガラスで構成されている場合、封止部材側から外部圧力（手で押すこ
とを想定した面圧力）を加えると、封止部材と素子側の表面の層とが密着し、前記素子側
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の表面の層の剥がれ現象が起こる。それと共に、素子にダークスポット（非発光領域）が
発生する。
【０００７】
　本発明は、外部からの面圧力が加わって、封止部材と素子側の表面の層とが接触しても
、密着することがなく、それ故に前記素子側の表面の層の剥がれ現象による素子劣化を回
避することができる、有機発光パネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための手段として、本発明は、
　基板の上に形成された第一電極層と、この第一電極層の上に形成された発光層と、この
発光層を前記第一電極層とで挟むように、前記発光層の上に形成された第二電極層とを有
する有機ＥＬ素子が、前記有機ＥＬ素子の上方に密閉空間を形成するように封止部材によ
って封止されてなる有機発光パネルにおいて、
　前記密閉空間における前記封止部材と前記有機ＥＬ素子側の表面の層との間にフッ素含
有化合物質の保護体が配置されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、外部からの面圧力が加わっても、封止部材と素子側の表面の層とがフ
ッ素含有化合物質の保護体を介して接触するので、相互が密着することがない。そのため
、前記素子側の表面の層の剥がれ現象による素子劣化を回避することができ、有機ＥＬ素
子の性能を維持することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。
【００１１】
＜第１の実施形態＞
　本発明の有機発光パネルは、図１に示すように、基板１上に第一電極層及び発光層５、
さらに第二電極層６が形成されて成る有機ＥＬ素子を備えている。つまり、前記有機ＥＬ
素子は、第一電極層と第二電極層との間に少なくとも発光層が挟まれた構成であり、電圧
を印加することで、一方の電極から注入されたホールと他方の電極から注入された電子と
が、発光層において再結合し発光する構成である。この有機ＥＬ素子は、同有機ＥＬ素子
の上方に密閉空間を形成するように封止部材２によって封止されている。
【００１２】
　特に、この有機発光パネルは、前記密閉空間における前記封止部材２と前記有機ＥＬ素
子側の表面の層（本実施形態では第二電極層６）との間にフッ素含有化合物質の保護体７
が配置されていることを特徴とする。フッ素含有化合物質は他の物質と密着し難い性質を
有するので、外部（専ら上方）から面圧力が加わって、封止部材２と第二電極層６とが保
護体７を介して接触しても、相互が密着することがない。よって、第二電極層６の剥がれ
現象による素子劣化を防止することができる。
【００１３】
　このとき、第二電極層６としては透明電極のＩＴＯ、ＩＺＯを用い、電気抵抗を下げる
ために、Ａｌなどの補助電極を設けることが好ましい。
【００１４】
　以下に、上記の有機発光パネルの構成を具体的に説明する。ちなみに、有機ＥＬ素子に
ついては、通例の有機ＥＬ素子と同様であるため、説明を省略する。
【００１５】
　封止部材２は外周に支持部が形成され、その内部が０．３ｍｍ掘り下げられた凹面ガラ
スであって、例えばコーニング社製１７３７ガラス（厚さ０．７ｍｍ）が用いられる。但
し、図２に示すように、封止部材２として平面ガラスを用いても、同様に実施できる。
【００１６】
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　この封止部材２は、支持部と基板１との間に配置した接着剤３によって、有機ＥＬ素子
を覆うように前記基板１に貼り付けられている。
【００１７】
　接着剤３としては、同接着剤３からの外気水分や酸素などの透過防止からエポキシ樹脂
が好ましく、さらに均一な厚さを維持する機能を持つスペーサ樹脂ビーズを分散させた接
着剤であることが好ましい。例えばスリーボンド社製紫外線硬化型エポキシ樹脂接着剤３
１２４Ｋ／３０Ｙ－２９６Ｇ、スペーサ樹脂ビーズ粒径１０μｍが用いられる。
【００１８】
　接着剤３は、薄すぎると切れが発生し封止が不十分となるが、反対に、厚すぎても水分
が浸入しやすく、ＵＶ照射の均一な硬化が難しく、例えば５～１０μｍの厚さが好ましい
。
【００１９】
　接着剤３から外気水分や酸素などが透過する可能性があるので、封止部材２の内側上面
における有機ＥＬ素子の発光を阻害しない領域に、吸湿剤４が設けられている。
【００２０】
　吸湿剤４としては、水蒸気、酸素などを吸着するものであって、物理的に水分を吸着す
る材料を用いることができる。または化学的に水分と反応する材料（水と可逆的に反応し
水を含まない化合物を生成する材料や水と可逆的に結合して水和物をつくる材料）を用い
ることができる。具体的には、シリカゲル、モレキュラーシーブ（ゼオライト）、活性ア
ルミナ、アルカリ金属酸化物、アルカリ土類金属酸化物、五酸化二リン、水素化カルシウ
ム、水素化アルミニウム、硫酸塩、炭酸塩、金属ハロゲン化物、過塩素酸塩、有機物が挙
げられる。なお、図示例では吸湿剤４を封止部材２の内側上面に設けたが、外部から浸入
する水分の浸入経路（接着剤付近）に設けることが好ましい。
【００２１】
　保護体７は、有機ＥＬ素子の平面領域を覆うのに十分な広さを有するように、封止部材
２の内側上面に設けられている。この保護体７は、予めフッ素含有化合物質をフィルム状
に成形しておき、封止部材２の内側上面に接着剤を介して接合する。または液状のフッ素
含有化合物質を公知の成膜法（例えば、蒸着法など）によって封止部材２の内側上面に成
膜する。
【００２２】
　なお、図示例では一つの有機ＥＬ素子の平面領域を覆う構成としたが、複数の有機ＥＬ
素子を有する場合は、その全ての有機ＥＬ素子を覆う構成とすることが好ましい。つまり
、封止部材２の内側上面のほぼ全域に配置することが好ましい。
【００２３】
　また、外部からの面圧力は、専ら有機発光パネルの中央部分に加わるので、封止部材２
の中央部分のみに配置しても良い。要するに、外部から面圧力が加わった際に、封止部材
２と第二電極層６とが直接接触しないように、保護体７が配置されていれば良い。
【００２４】
　保護体７は、全光線透過率が９０％以上で、且つ非粘着性、離型性の高い物質であるこ
とが好ましい。具体的には、フッ素を含有する化合物であって、ＰＴＦＥ（ポリテトラフ
ルオロエチレン）、ＰＦＡ（テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエー
テルコポリマー）、ＦＥＰ（パーフルオロエチレン－プロペンコポリマー）、ＥＴＦＥ（
エチレン－テトラフルオロエチレンコポリマー）などが挙げられる。上記物質の特性とし
て、全光線透過率は１００％であり、非粘着性を示す純水の接触角は、９５～１１５゜で
あり、離型性の尺度である接着エネルギーは、４２～４３ｄｙｎｅ／ｃｍである。フッ素
化合物の表面状態、つまり、上述特性が対向面の密着や膜はがれによる素子劣化の回避に
効く要素であって、その厚さには因らない。構成上、配置可能な厚さでよいが、封止部材
２が凹面ガラスの場合、掘り込みの厚さに収まるように配置するのが望ましく、平面ガラ
スの場合、吸湿剤４の厚さに収まるように配置することが望ましい。掘り込みの厚さ或い
は吸湿剤４の厚さより大きいと有機ＥＬ素子形成基板と封止部材との貼り合わせ時、接着
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剤の厚みが更に大きくなり、防湿性の側面からも好ましくない。後述する実施例１、２の
試験体はフィルム形状のＰＦＡ（厚さ２５μｍ）、粘着剤（厚さ２３μｍ）とした。以下
、凹面ガラスは厚さ０．７ｍｍの板ガラスに０．３ｍｍの掘り込みを形成したものをいい
、平面ガラスは、厚さ０．７ｍｍの板ガラスをいう。勿論、平面ガラスは、厚さ０．５ｍ
ｍでもよい。
【００２５】
　上記構成の有機発光パネルは、さらに外光の反射を防止するために、封止部材２の外側
上面に円偏光部材８（位相差板の上に偏光板を配置）が接着剤を介して設けられている。
この円偏部部材８は、外光の反射防止の観点から、直線偏光板と位相シフト板とから構成
されている。
【００２６】
＜第２の実施形態＞
　本実施形態の有機発光パネルは、上記第１の実施形態と略同様の構成とされているが、
図３及び図４に示すように、封止部材２の内側上面に円偏光部材８とフッ素含有化合物質
の保護体７とが一体に接合された状態で配置されている。前記封止部材２の内側上面に配
置された部材の順序は、前記封止部材２の内側上面から順に、円偏光部材８（偏光板、位
相差板）、保護体７である。円偏光部材８が封止部材２の密閉空間内に配置されているの
で、有機発光パネルの薄型化を図ることができる。勿論、上記第１の実施形態と同様に、
外部（専ら上方）から面圧力が加わって、封止部材２と第二電極層６とが保護体７を介し
て接触しても、相互が密着することがない。よって、第二電極層６の剥がれ現象による素
子劣化を防止することができる。
【００２７】
　このとき、第二電極層６としては透明電極のＩＴＯ、ＩＺＯを用い、電気抵抗を下げる
ために、Ａｌなどの補助電極を設けることが好ましい。
【００２８】
　この円偏光部材８と保護体７との接合体は、凹面ガラスの場合、掘り込みの厚さに収ま
るように配置することが望ましく、平板ガラスの場合、吸湿剤４の厚さに収まるように配
置することが望ましい。掘り込みの厚さ或いは吸湿剤４の厚さより大きいと、有機ＥＬ素
子形成基板と封止部材との貼り合わせ時、接着剤の厚みが更に大きくなり、防湿性の側面
からも好ましくない。
【００２９】
　ちなみに、本実施形態を示した図３は封止部材２に凹面ガラスを、図４は封止部材２に
平面ガラスを用いている。
【００３０】
＜第３の実施形態＞
　本実施形態の有機発光パネルは、上記第１の実施形態と略同様の構成とされているが、
図５及び図６に示すように、素子側の表面の層上に（図示例では有機ＥＬ素子、特に第二
電極層６を直接に覆うように）、保護体７が配置されている。そのため、上記第１の実施
形態などと同様に、外部（専ら上方）から面圧力が加わって、封止部材２と第二電極層６
とが保護体７を介して接触しても、相互が密着することがない。よって、第二電極層６の
剥がれ現象による素子劣化を防止することができる。
【００３１】
　このとき、第二電極層６としては透明電極のＩＴＯ、ＩＺＯを用い、電気抵抗を下げる
ために、Ａｌなどの補助電極を設けることが好ましい。
【００３２】
　ちなみに、本実施形態を示した図５は封止部材２に凹面ガラスを、図６は封止部材２に
平面ガラスを用いている。
【００３３】
＜第４の実施形態＞
　本実施形態の有機発光パネルは、上記第３の実施形態と略同様の構成とされているが、
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図７及び図８に示すように、封止部材２の内側上面に円偏光部材８が配置されている。円
偏光部材８が封止部材２の密閉空間内に配置されているので、有機発光パネルの薄型化を
図ることができる。勿論、上記第１の実施形態などと同様に、外部（専ら上方）から面圧
力が加わって、封止部材２と第二電極層６とが保護体７を介して接触しても、相互が密着
することがない。よって、第二電極層６の剥がれ現象による素子劣化を防止することがで
きる。
【００３４】
　このとき、第二電極層６としては透明電極のＩＴＯ、ＩＺＯを用い、電気抵抗を下げる
ために、Ａｌなどの補助電極を設けることが好ましい。
【００３５】
　この円偏光部材８は、凹面ガラスの場合、掘り込み厚さに収まるように配置することが
望ましく、平板ガラスの場合、吸湿剤４の厚さに収まるように配置されることが望ましい
。掘り込みの厚さ或いは吸湿剤４の厚さより大きいと、有機ＥＬ素子形成基板と封止部材
との貼り合わせ時、接着剤の厚みが更に大きくなり、防湿性の側面からも好ましくない。
【００３６】
　ちなみに、本実施形態を示した図７は封止部材２に凹面ガラスを、図８は封止部材２に
平面ガラスを用いている。
【００３７】
　なお、上記実施形態は封止部材２と対向するように、素子側の表面の層として第二電極
層６が配置されているが、第二電極層６上にパッシベーション層などが形成されていても
良い。つまり、素子側の表面側の層と封止部材２とが直接に接触しないように、保護体７
が配置されていれば良い。
【実施例】
【００３８】
＜実施例１＞
　基板上に、第一電極層と、発光層と、第二電極層とを形成して有機ＥＬ素子を作製した
。
【００３９】
　凹面ガラスで構成された封止部材の内側上面にフィルム状のフッ素含有化合物質の保護
体７を粘着配置すると共に、前記封止部材の内側上面における保護体の周辺に吸湿剤（カ
ーボンブラックを混練したゼオライト）を配置した。つまり、封止部材の内側上面におけ
る外周付近に吸湿剤を備え、その吸湿剤の内側であって、第二電極層と対向する位置に保
護体を備えた構成とした。フッ素含有化合物質の保護体には、粘着剤（厚さ２３μｍ）、
ＰＦＡ（テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテルコポリマー）フ
ィルム（厚さ２５μｍ）を用いた。
【００４０】
　この封止部材は接着剤（厚さ１０μｍ）を介して、上述のように有機ＥＬ素子が形成さ
れた基板と貼り合わせて試験体とした。
【００４１】
　上記構成の試験体の封止部材側から、外部圧力（当面直径１２．７ｍｍ、４９Ｎに到達
した時間１０秒）を加えると、封止部材と第二電極層とが保護体を介して接触するが前記
第二電極層の剥離は起きず、素子劣化を回避することができた。保護体により有機ＥＬ素
子の性能が維持された。
【００４２】
＜実施例２＞
　基板上に、第一電極層と、発光層と、第二電極層とを形成して有機ＥＬ素子を作製した
。
【００４３】
　前記第二電極層上にフッ素含有化合物質の保護体を配置した。フッ素含有化合物質の保
護体には、ＰＦＡ（テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテルコポ
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リマー）を用いた。第二電極層は、ＩＺＯとＡｌから成る補助電極とで形成し、その上に
、粘着剤（厚さ２３μｍ）、ＰＦＡフィルム（厚さ２５μｍ）の順に置き、ゴムローラー
により１ｋｇｆ／ｃｍ2の圧力を加えて貼り合わせた。
【００４４】
　一方で、凹面ガラスで構成された封止部材の内側上面の外周付近に、吸湿剤（カーボン
ブラックを混練したゼオライト）を配置し、接着剤（厚さ１０μｍ）を介して、上述のよ
うに保護体を第二電極層上に貼り合わせた基板と貼り合わせて試験体とした。
【００４５】
　上記構成の試験体の封止部材側から、外部圧力（当面直径１２．７ｍｍ、４９Ｎに到達
した時間１０秒）を加えると、封止部材と第二電極層とが保護体を介して接触するが前記
第二電極層の剥離は起きず、素子劣化を回避することができた。保護体により有機ＥＬ素
子の性能が維持された。
【００４６】
＜比較例１＞
　基板上に、第一電極層と、発光層と、第二電極層とを形成して有機ＥＬ素子を作製した
。
【００４７】
　凹面ガラスで構成された封止部材の内側上面の外周付近に、吸湿剤（カーボンブラック
を混練したゼオライト）を配置し、接着剤（厚さ１０μｍ）を介して、上述のように有機
ＥＬ素子が形成された基板と貼り合わせて試験体とした。
【００４８】
　上記構成の試験体の封止部材側から、外部圧力（当面直径１２．７ｍｍ、４９Ｎに到達
した時間１０秒）を加えると、封止部材と第二電極層とが密着し、第二電極層の剥がれ現
象が起こり、同時に、有機ＥＬ素子にダークスポットが発生し素子劣化に繋がった。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】封止部材が凹面ガラスであって、本発明の第１の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図２】封止部材が平面ガラスであって、本発明の第１の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図３】封止部材が凹面ガラスであって、本発明の第２の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図４】封止部材が平面ガラスであって、本発明の第２の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図５】封止部材が凹面ガラスであって、本発明の第３の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図６】封止部材が平面ガラスであって、本発明の第３の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図７】封止部材が凹面ガラスであって、本発明の第４の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【図８】封止部材が平面ガラスであって、本発明の第４の実施形態の有機発光パネルの概
略構成を示す断面図である。
【符号の説明】
【００５０】
１　基板
２　封止部材（凹面ガラス、平面ガラス）
３　接着剤
４　吸湿剤
５　第一電極層及び発光層
６　第二電極層
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７　保護体
８　円偏光部材（偏光板、位相差板）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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